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第三期病院情報システム導入及び保守業務委託企画提案に係る質疑応答 

 

質   問 回   答 
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1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

14.服薬指導システム 

14.8.1.1 

各種統計表の出力が可能であること。 ・

薬剤管理指導実施記録簿 について 

薬剤管理指導実施記録簿にはどのような

項目を出力する想定でしょうか。 

出力項目をご教示ください。 

 

 

 

 

 

14.8.1.2 

各種統計表の出力が可能であること。 ・

薬剤管理指導統計表 について 

薬剤管理指導統計表にはどのような項目

を出力する想定でしょうか。 

出力項目をご教示ください。 

 

 

 

15.手術管理システム 

15-1-10-1～4 麻酔記録連携 

15-2-1～15-2-11-1 麻酔管理機能 

の要求仕様について、麻酔管理システム

に関する要求仕様と思われますが、 

業務仕様書の4ページ2.継続利用システム

の項では継続使用する旨記載があります。 

麻酔管理システム（日本光電工業株式会

社）を継続使用する場合、本要求仕様に

ついての回答方法をご教示ください。 

 

 

23.1.2 地域がん登録ができること につい

て 

全国がん登録のことでしょうか。 
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2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

14.服薬指導システム  

14.8.1.1 薬剤管理指導実施記録簿につ

いて 

診療記録番号(患者ID)、患者氏名、生年

月日、性別、指導の実施日 

を考えています。 

なお、新たな部門システムの導入を要求

しているわけではありませんので、DWH

等の機能を利用して対応できていれば問

題ありません。 

 

 

14.8.1.2 薬剤管理指導統計表について 

入院指導件数、入院指導患者数 

を考えています。 

なお、新たな部門システムの導入を要求

しているわけではありませんので、DWH

等の機能を利用して対応できていれば問

題ありません。 

 

 

麻酔管理システムについては、継続利用

を予定していますので、「別紙１_要求仕

様書兼回答書」の15-2麻酔管理機能部

分(15-2-1、15-2-2)は回答不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。 
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23.1.5 内視鏡診断情報（組織形態等）マ

スタはＩＣＤ－Ｏ、ＴＮＭ悪性腫瘍の分類

（ＵＩＣＣ）に準拠していること。（ｃＴＮＭ、ｃ

ステージ、壁深達度が登録できること） に

ついて 

壁深達度は、院内がん登録2006年版修正

版では登録項目として存在していました

が、院内がん登録2016年版では項目があ

りません。2003年版のみ必要という認識で

間違いないでしょうか？ 

 

 

23.1.21 神奈川県への提出に必要となる

全国がん登録（旧地域がん登録）における

項目の抽出に対応していること。（県独自

項目を含む） 

「神奈川県」は、山梨県と解釈し回答してよ

ろしいでしょうか？ 

また、県独自項目をご教示ください。 

 

 

 

7 内視鏡ファイリングシステム について 

貴院ホームページを拝見し、内視鏡の実

績件数等から注力されている診療科である

とお見受けしましたが、カプセル内視鏡は

導入されていますでしょうか。 

その場合、業務仕様書８ページ４）に記載

の通り、現行運用の踏襲が前提とのことか

らカプセル内視鏡とのシステム連携は御見

積に含むことが必須と判断してよろしいで

しょうか。 

 

 

業務仕様書８ページ４）に現行運用の踏襲

が前提と記載がありますが、 

「サーバ・ネットワーク監視」はご提案範囲

に含まれているか確認させてください。 

ご提案範囲に含まれている場合は要求仕

様のご提示もお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-1-5 内視鏡診断情報 

お見込みのとおり、壁深達度は院内がん

登録2006年版において必要な項目と認

識しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。 

県独自項目は、「山梨県の地域がん登

録」のフォーマットを指しております。山梨

県福祉保健部提供の資料をご確認くださ

い。以下、参照ＵＲＬとなります。 

＜

https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-

zsn/documents/20180119_2tyuui.pdf＞ 

 

 

カプセル内視鏡は導入しておりますの

で、カプセル内視鏡とのシステム連携を

含めて見積作成願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバ・ネットワーク監視は、ご提案範囲

に含まれます。 

別紙1 要求仕様書兼回答書の27.ハード

ウェア要件の27-1-9、27-2-17、27-4監

視性能をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

1-11. 

 

 

 

 

 

 

 

1-12. 

 

 

業務仕様書８ページ４）に現行運用の踏襲

が前提と記載がありますが、 

「トラフィック監視システム」はご提案範囲に

含まれているか確認させてください。 

ご提案範囲に含まれている場合は要求仕

様のご提示もお願いいたします。 

 

 

 

業務仕様書８ページ４）に現行運用の踏襲

が前提と記載がありますが、 

「ファイルサーバ」はご提案範囲に含まれて

いるか確認させてください。 

ご提案範囲に含まれている場合は要求仕

様のご提示もお願いいたします。 

 

 

業務仕様書８ページ４）に現行運用の踏襲

が前提と記載がありますが、 

「不正接続検知サーバ」はご提案範囲に含

まれるか確認させてください。 

ご提案範囲に含まれている場合は要求仕

様のご提示もお願いいたします。 

 

 

貴院ホームページに令和2年4月8日に掲

載された質問への回答書について 

質問1-10に対する貴院ご回答2-10 

「実現できない」場合は「Ｄ」と回答願いま

す。「記載なし」の場合は「Ｄ」と見なしま 

すが、「備考」欄にコメントを記載願います。

なお、「記載なし」の場合、「Ｄ」の場合と 

も、採点については決定基準に則り対応い

たします。 

について 

別紙1機能要求仕様書兼回答書には、 

【回答条件】 

１. 回答はすべて（回答Dを含めて）見積

範囲内で実現できるものとする 

と記載があります。 

備考欄に「実現不可」と記載した回答につ

いては、実現できないものとみなして頂ける

という理解でよいでしょうか。 

実現不可のD回答を認めて頂ける場合、採

点については決定基準に則るとのことです

 

2-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-10. 

 

 

 

 

 

 

 

2-11. 

 

 

 

 

 

 

 

2-12. 

 

 

「トラフィック監視システム」の導入要求は

しておりませんが、別紙1要求仕様書兼

回答書葉の27-4-17で「部門システムとの

メッセージ交換で滞留が起きた場合に、

これを検知して速やかにアラート表示を

行うこと」と要求しておりますので提案範

囲内でご回答下さい。 

 

 

ファイルサーバは、ご提案に含めて下さ

い。現状のデータは全て移行し、この先7

年間データ保管が可能な容量を考えて

おり、1.8TB以上を想定しています。 

 

 

 

 

「不正接続検知サーバ」は、ご提案不要

です。 

 

 

 

 

 

 

別紙1機能要求仕様書兼回答書の【回答

条件】は、回答欄をA～Dで記入していた

だくために記載しております。 

「D」回答で、価格が入っていればカスタ

マイズ、価格が記載されていなければ実

現不可能とします。 

 

 

 

 

 



が、交付された貴院決定基準によると[実

現できない]のD回答と、[カスタマイズが必

要、見積範囲内で実現できる]のD回答は

同じ配点になりますが、A～D、記載なしの

回答基準とその配点は変更が無いという理

解でよいでしょうか。 

 


